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【 学校感染症による出席停止証明書 】について 

本日、一緒に配布しました 【学校感染症による出席停止証明書】は、 

インフルエンザなどの学校感染症にかかった場合、出席停止基準に基づいて登校可能となったとき

に、担当医より証明していただく用紙です。 

完治して初めての登校日に、記入済みの出席停止証明書を持参して担任に提出してください。 

なお、この用紙は使用するまで各御家庭で保管してください。 

 

インフルエンザの出席停止期間について 

インフルエンザの出席停止期間は 

「発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで」です。 

「インフルエンザ出席停止期間」早見表のとおり、どんなに早く熱が下がったとしても、 

最短で６日目から登校可能となります。 

「インフルエンザ出席停止期間」早見表 
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＊1日の内で、発熱と解熱の両方を認めた場合は発熱期間となります。  

ただし、学校保健安全法施行規則に定める第二種感染症（インフルエンザ・麻疹など）の出席停止期間は基準であり、

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めた場合についてはこの限りではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊インフルエンザと診断されたら、感染を広げないためにも必ず学校に連絡してください。 
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